
事前質問等に対する回答

委員氏名 確認したい内容（希望する資料） 回　答

開始事業年度

旧事業名

○農業用排水路・農道整備事業　　　昭和４５年

○農業用排水路管理事業　　　　　　　　不明

○農業用水・農地管理システム事業　平成　８年

○相模川左岸用水路維持管理事業　平成１０年

現事業名は平成２４年度開始

委託先が企業である場合は、競争入札か？

落札率は？

金額が低いことから競争入札ではなく３～４社の

見積もり合わせになります。

予算の範囲内で請負っていただきます。

各用水路の長さ

町の基幹水路の花川用水路は　4,,529mです。

その他、各地区に用水路があります。代表的な

用水路として

宮山用水路の延長が    2,097m

岡田用水路の延長が    1,470m

町内の用水路延長は　54,474ｍです。

花川用水路の用水期間中は、いつからいつま

で？

平成２４年度においては、５月２４日～９月２０日

です。

２５年度においては、５月２５日に通水しておりま

す。閉水は昨年同様９月２０日を予定していま

す。

農業用水の各農家の負担額、あるいは計算

根拠

相模川左岸土地改良区が定めた額となります。

１０アール当たり４，０００円（４円／㎡）です。

算出根拠については、土地改良区の財政状況

などから、適宜に定めている。

町内の農家戸数と稲作農家戸数を教えていた

だきたい。

農家数３１５戸、稲作農家数９１戸

（2010農業センサス）

違反農地の是正等の指導を行っているが農

業委員会との連携について教えていただきた

い。

是正指導は農業委員会が行っています。現場に

出る機会がが多い産業振興課が得た情報を速

やかに委員会に報告しております。産業振興課

では主に、農地の土砂流出について、是正を促

しています。

左岸土地改良区、左岸幹線用水路とは何か

分かる資料

（別添資料１）

土地改良区が管理する農業施設等が何か分

かる資料

（別添資料１）

要望されている補修箇所は何箇所でそれの予

算化に必要額は？

農道の路面補修や水路の沈下などの大規模な

補修箇所が６箇所。水漏れや調節器の設置など

の小規模な補修箇所が１０箇所程度毎年要望と

して上がってきます。

必要額は数千万円に及ぶと考えます。

最低限の対応でしのいでいる、とありますが基

本協定違反では？

最低限の対応と記述した施設は、町が管理する

施設に限るものであります。左岸幹線におきまし

ては、協定書に基づきます。
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年度ごとに町内の違反農地の数と内容を提出

してください。

違反農地の数は農業委員会で把握しており、数

は別添のとおりです。

（別添資料２）

県が実施する幹線水路工事負担額が２４年度

に比し増加した理由。

寒川町大蔵のサイホン流入部に遠隔操作が可

能な水門を設置する工事を実施するため

吉田委員

農家の減少により、左岸幹線用水利用料が

年々減少していると思われるが、過去数年の

用水利用料の移動状況を知りたい。

２５年度組合費賦課予算額  26,024,000円

２４年度組合費賦課予算額  26,428,000円

２３年度組合費賦課予算額  26,576,000円

２２年度組合費賦課予算額  26,840,000円

２１年度組合費賦課予算額  27,112,000円
















































